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例①
水稲 50a、ホウレンソウ 5a作付けしている場合
・水稲で化学肥料の低減に向けた取組を実施していればＯＫ
・「作付概要」には、「水稲 0.5ha」「その他 0.05ha」と記入
例②
ナス 10a、トマト 10a、ホウレンソウ 5a、コマツナ 5a 作付けしている場合
・ナスとトマトで化学肥料の低減に向けた取組を実施していればＯＫ
・「作付概要」には、「ナス 0.1ha」「トマト 0.1ha」「その他 0.1ha」と記入
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（参考）化学肥料低減技術　証拠書類の例

取組メニュー 証拠書類の例

ア　土壌診断による施肥設計 「土壌診断結果」
（試験紙による簡易診断の場合は呈色状況等の写真を撮影・保管）

※土壌診断の実施年月日を要記録
※単に診断値だけでなく、診断結果を踏まえた施肥設計の検討状況が説明できる資料・
記録が必要

イ　生育診断による施肥設計 「生育診断結果」

※生育診断の実施年月日を要記録
※単に診断値だけでなく、診断結果を踏まえた施肥設計の検討状況が説明できる資料・
記録が必要

ウ　地域の低投入型の施肥設計の
導入

「地域の低投入型施肥基準」及び「基準に基づいて実施した施肥設計」

エ　堆肥の利用 「堆肥の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

※自給堆肥の場合は堆肥の写真を撮影・保管
※「たい肥の施用基準」（奈良県）等に基づき、適切な量を施用していることが説明で
きる記録が必要

オ　汚泥肥料の利用（下水汚泥
等）

「肥料の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

カ　食品残渣など国内資源の利用
（エとオ以外）

「肥料等の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

※自給の場合は肥料等の写真を撮影・保管
※多様なものが想定されるが化学肥料低減効果が説明できる成分や施用量であることが
必要

キ　有機質肥料（指定混合肥料等
を含む）の利用

「肥料の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

ク　緑肥作物の利用 「緑肥作物の種子の購入伝票」及び「播種記録」（作業日誌等に播種日・播種量を記
録）

※自給種子の場合は種子、緑肥作物生育状況等の写真を撮影・保管
※左記の交付金要件やカタログや既存指針等の基準に基づき、適切に作付されているこ
とが必要

ケ　肥料施用量の少ない品種の利
用

「該当品種の種子・種苗の購入伝票」及び「播種・定植記録」（作業日誌等に播種・定
植日、播種・定植量を記録）

コ　低成分肥料(単肥配合を含む）
の利用

「肥料の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

サ　可変施肥機の利用（ドローン
の活用等も含む）

「使用機械のメーカー・名称・型番」及び「肥料の購入伝票 」及び「施用記録」（作
業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

シ　局所施肥（側条施肥、うね立
て同時施肥、灌注施肥等）の利用

「使用機械のメーカー・名称・型番」及び「肥料の購入伝票 」及び「施用記録」（作
業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

ス　育苗箱（ポット苗）施肥の利
用

「肥料の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

セ　化学肥料の使用量及びコスト
節減の観点からの施肥量・肥料銘
柄の見直し（ア～スに係るものを
除く。）

「肥料の購入伝票」及び「施用記録」（作業日誌等に施用年月日・施用量を記録）

※多様な取組が想定されるが、見直し前と比較して化学肥料低減・コスト節減効果が説
明できることが必要

　※肥料の購入伝票だけでなく、取組技術を実施した年月日を説明できる記録書類
　　（作業日誌等）を保管することが必要です。
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２．対象肥料

（参考）肥料法の保証票・表示の例

【注意】
地力増進法に基づく
「土壌改良資材」は
支援対象外

（別途 肥料法の登録・届出
を行っている場合は
対象になります）
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３．注文票・領収書または請求書
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【参考例１（一覧表形式）】

農業
者

参加農業者名 注文日
代金

請求日
肥料銘柄 単価 数量

金額
(円・税抜)

備考

（記入例）
1 奈良　太郎 8月31日 10月31日 銘柄A 2,000 40 80,000 12/5領収済

1月20日 2月8日 銘柄B 5,000 20 100,000
1月31日 2月8日 銘柄C 8,000 10 80,000

税抜計 260,000
税込計 286,000

税抜計
税込計

  本確認書については、令和○年○月○日～令和○年○月○日分の請求内容と相違ありません。

請求金額確認書

合計

合計

発行者
　（住所）
　○○肥料店　　（氏名）　　印

令和○年○月○日取引内容と

相違がない旨記載

肥料販売業者の

代表者が押印

注文日・請求日

を要記載
領収済の場合は

その旨記載
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４．支援額の計算方法

５．その他

【奈良県肥料価格高騰緊急対策事業補助金 Ｑ＆Ａ】

（＝１．４）
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実施要領　参考様式第１－２号

【記入例】

肥料価格高騰対策事業　参加農業者名簿

参加農業者

当年の肥料費
国庫支援予定額

(A)
県費支援上限額

(B)
支援予定額
(A+B)

1 ○○ ○○ 100,000 14,444 3,095 17,539

2 △△ △△ 500,000 72,222 15,476 87,698

3
×× ××
（県外）

20,000 2,888 0 2,888

集計 － 620,000 89,554 18,571 108,125

No.

支援予定額（円）

氏名
又は

法人・組織名

年間肥料（令和４年６月～令和５年５月購入分）

県外在住者の場合は「０」を

記入または入力

県外在住者の

場合は

氏名の後に

「（県外）」

と記入

計算式:
国庫支援予定額
　＝（当年の肥料費－（当年の肥料費÷高騰率（=1.4）÷0.9）)×0.7
　※小数点以下切り下げ

エクセル計算式：D7=ROUNDDOWN((C7-(C7/1.4/0.9))*0.7),0)

計算式:
県費支援上限額
　＝国庫支援予定額÷0.7×0.15
　　※小数点以下切り下げ

エクセル計算式：E7=ROUNDDOWN(D7/0.7*0.15),0)
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